
水俣病と池田勇人 

 

 池田勇人内閣は 1960 年に岸信介内閣退陣後に誕生した。池田は国民所得

倍増計画を打ち上げ、「経済大国」への道を築き上げていった。石川真澄『戦

後政治史』岩波新書、1995 年も、「国民の信頼を最も安定して受けていた人」

とする。一方、見田宗介『現代社会の理論』岩波新書、1996 年では、池田

を現代社会の「闇」から評価している。紹介しておきたい。 

1956 年には、熊本大学医学部の研究班によって、異常の原因が肥料工場の排水にあ

ることがほぼ確実であることがつきとめられた。1959 年までには、この因果関係は幾

重にも確認され、有機水銀化合物による病理も解明されてきた。これらの研究を総合し

て、59 年 11 月 12 日、厚生省の水俣病食中毒部会は、「水俣病は水俣湾およびその周辺

に生息する魚介類を大量に摂取することによって起こる主として中枢神経系統の障害

される中毒性疾患であり、その主因をなすものはある種の有機水銀化合物である」と答

申をおこなった。この時点でただちにこの肥料工場（チッソ水俣工場）がアセトアルデ

ヒド関係の操業を停止していれば、「患者は何分の一かに抑えられていたはずである。」

（原田正純『水俣病は終わっていない』） 

けれども、この処置はされなかった。翌 11 月 13 日の閣議で、厚生大臣からこの答申

が報告されると、時の通産大臣池田勇人は、水俣病の原因が企業の公害であると断定す

るのは「早計」であると異例の発言をする。肥料生産の関係工程の操業を停止すること

は、ここに強力な政策的意思をもって「留保」されたまま、その後 9 年間にわたって、

廃水の排出は続行される。アセトアルデヒドの生産量はこれ以降かえって増大し、1960

年代後半に至るまで湾内の水銀量を増加しつづけ、新しい患者を発生しつづける。むし

ろその前半からの工場排水口の変更（水俣川への放流）をとおして、被害を広く不知火

海全域に拡散していく。水俣病事件の悲惨の大半部分を帰結することとなるこの医学外

的な原因、この 9年間の「留保」の背後には、どういう時代の構造があったのだろうか。 

1959 年 11 月 13 日の閣議で水俣病の公害としての対策を「留保」せしめた池田勇人

は、翌 60 年首班に指名され、1960 年代日本の「奇跡の経済高度成長」を主導する。 

1945 年の敗戦とそれにつづく「戦後改革」は、日本国家の、憲法を頂点とする法体

系と政治のシステム、支配的なイデオロギーを変えた。けれども、農村と都市の構造か

ら家族の形態に至る、日本社会の基本的な構造が変容したのは、1960 年代を中心とす

る、この「高度成長」期である。日本における「現代社会」の創成期というべき時期だ。 

池田政権のキャッチワードは「所得倍増計画」であるが、その実質をなす構造政策の

二本の柱は、農業基本法（1961 年）と、全国総合開発計画（1962 年）であった。前者



は「農業構造改善事業等」を具体化し、後者は「新産業都市建設促進法」等として具体

化された。このような施策をとおして、第一に、公共投資の工業開発への集中、第二に、

その裏面として、農村部小農民への保護の打ち切りと、離農して都市に集中するほかの

ない賃金労働者群の創出、第三に、この施策を支えるための、農業部門の「近代化」＝

機械化、化学農業化と、農村における生産と生活の手段の商品市場化が実現された。「高

度経済成長」にとって必要な、①資本、②労働力、③市場の三者が相関して調達された。 

このような構造転換の文脈の中で、（地域工業開発の先駆的モデルでもある水俣の、）

チッソがこの当時分担し大量に生産していた窒素肥料の、供給の切れることのない継続

は、構造政策の「二本の主柱」―農業の近代化と工業地域開発の連動する要の一角を構

成していた。あの閣議での異例の発言のうしろには、たんなる個別の大企業への監督官

庁の保護とてこ入れといった水準をこえる政策的意思が存在していたはずである。 

「水俣病」事件史の決定的な分岐点である、1959 年 11 月という時点は、巨視的な社

会構造の変動という視点からみても、決定的な屈折点だった。前述のとおり、もしこの

時点で厚生省の調査結果が封じられずに活かされていれば、悲惨な被害の大半部分は、

未然に防ぐことができた。6 年後の 1965 年 6 月には、新潟の阿賀野川流域で「第二水

俣病」が発見されたが、その原因は、昭和電工鹿瀬工場の、チッソ水俣病工場と全く同

じ、アセトアルデヒド工場であった。この 1959 年の「留保」が解除されて、政府がは

じめてこの公害の原因を正式に認めたのは、9 年後、1968 年 9 月 26 日の、「政府見解」

とよばれるものであった。それがどのような時点であったかをみると、1959 年 11 月か

らの 9年の「留保」の意味が、いっそう明確にみえてくる。 

第一に、原田正純の指摘するように、チッソと同型のアセトアルデヒド関係工場は、

この 1968 年を以て、相次いで最終的に生産を中止している。時代の基本的な流れであ

った。電気化学から石油化学への転換の中で、この年旧式の製造工程が、最終的に「用

済み」となったのである。つまり、被害を予防することにとっては全く意味がなくなっ

た時点になって、初めて原因が認定されている。生産の効率優先という政策のテレオノ

ミー（目的指向）の、露骨な貫徹である。 

第二にいっそう巨視的にみると、この 1968 年、日本のＧＮＰは初めてヨーロッパ諸

国を抜いて、自由世界第二位の「ゆたかな社会」を達成している。貨幣的な指標で測定

される限りにおいては、この時期の日本は史上で「最も成功した資本主義国」として、

大衆消費社会の展開を実現している。水俣の汚染公害は、新潟の昭和電工による「第二

水俣病」、四日市の石油コンビナートによる汚染、富山の神通川下流一帯のイタイイタ

イ病等と並んで、この大衆消費社会の繁栄の、もうひとつの創世記である。 

                              (2016年5月6日) 


